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資料 1 

診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業 
平成 22 年度 第 2 回 運営委員会 

開催日時 平成 22 年 9 月 7 日（火） 
15：00～16：45 

開催場所 日本内科学会 4 階会議室 
 
 
樋口委員（司会） それでは、第２回の運営委員会を始
めたいと思います。まず報告事項があるのですが、その
前に、きょうはこの新しい機構の代表理事でおられる高
久（史麿）先生がいらっしゃっておられますので、まず
高久代表理事からご挨拶をいただきたいと思います。 
 
高久代表理事 いまご紹介されました、日本医療安全調
査機構の代表理事を務めさせていただいております高
久でございます。よろしくお願い申しあげます。 
 本日は、皆様におかれましてはご多忙のところ、第２
回の運営委員会に出席をいただきましてありがとうご
ざいました。この日本医療安全調査機構は、本年４月に
設立されたわけでありますが、お蔭様で一応順調に進ん
できております。もともとこの事業というのは、ご案内
のように平成 16年の日本医学会の基本領域 19学会によ
る共同声明で示しましたような、「公正・中立的な新し
い専門機関の創設と制度化に向けての前進を目的とし
たものである」と理解していますし、また現在進められ
ているモデル事業も、それを目指したものであると考え
ております。 
 この前に第４回目の理事会がありまして、そのなかで
ワーキング・グループの方々の非常に熱心なご検討の状
況などもお聞きしましたけれども、本日の運営委員会で
は、さらにこれらの問題に関して、いろいろとご議論を
していただきたいと考えておりますので、よろしくお願
いします。 
 
樋口委員 どうもありがとうございました。それでは、
議事に入る前に資料がいろいろありますので、資料の確
認を事務局のほうからお願いいたします。 
 
水谷総務部長 まず「資料１」としまして、運営委員会
委員名簿でございます。「資料２」が「２ モデル事業
の現況」でございます。「資料３」が、ワーキング部会
での検討状況、「資料４」が「４ 広報活動について」、
そして参考資料といたしまして、「参考資料１」が「モ
デル事業見直しの方向性」、「参考資料２」が「死因究明
に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会開催要
綱」で、裏表ございます。一応、この６点が本日の資料
でございます。 
 あと、本日の運営委員会、２回目でございますけれど
も、はじめてご出席される方がいらっしゃいますので、
ご紹介しますので、立ってお顔を見せていただきたいと
思います。まず、日本医療機能評価機構 医療事故防止
事業部部長の後（信）先生です。三井記念病院院長の高
本（眞一）先生です。すずかけ法律事務所弁護士の鈴木
（利廣）先生、南山大学大学院法務研究科教授の加藤（良
夫）先生。日本看護協会常任理事の福井（トシ子）先生
は、出席予定です。あと、愛知地域事務局代表の池田（洋）
先生です。それから、本日、厚生労働省のほうからオブ
ザーバーとして木村（博承）参事官が、お越しいただい
ています。 
 
厚生労働省［木村］ この度、厚生労働省の医療担当の
大臣官房参事官になりました木村でございます。よろし
くお願いします。 
 
水谷総務部長 では樋口先生、よろしくお願いいたしま
す。 
 
樋口委員 はい。出欠状況の報告も併せてお願いしたい
と思いますが、いかがですか。 
 
岩壁次長 ただいま運営委員３名及びｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ２名の
先生が、欠席で合計５名いらっしゃいます。あとは皆さ
ん出席ということで、よろしくお願いします。 
 

樋口委員 では、早速議事に入りたいと思いますが、本
当にお暑いなかご参集いただきまして、ありがとうござ
います。「議事次第」を見ていただくと、まず報告事項
があり、それから議題がありますが、議題の「(2) これ
までの主な受付事例・相談事例について」ですが、これ
は具体的な話が少し出てまいりますので、従来から非公
開ということになっております。だから、これをいちば
ん最後の時間で、申しわけないのですが傍聴の方にはご
退席をいただいて、非公開という形でやらせていただき
たいと思います。 
 それでは、早速報告事項から入りたいと思いますが、
事務局の岩壁（榮）さん、お願いいたします。 
 
岩壁次長 報告事項の（1)が、「運営委員会委員の追加
について」になっております。これは、本日開かれまし
た理事会でもご承認を頂戴しましたが、皆様方にはお手
元の「資料１」の、アンダーラインが引いてあります今
井裕先生です。死亡時画像診断の活用を具体化するため
に、運営委員としまして、日本医学放射線学会の理事で
あります東海大学教授の今井先生に、このたび運営委員
のご就任をお願いしたところでございます。きょうは、
あいにく会議が重なりましてご欠席ですが、次回にはご
紹介したいと考えております。 
 続きまして、「資料２」の「２ モデル事業の現況」
につきましてご説明申しあげます。 
 まず、「1)  受付事例及び相談事例の状況」でござい
ます。「① 事例受付状況及び進捗状況（累計）」と書い
てあります。その下段に表がありますが、８月 31 日現
在の受け付けた事例でございます。（ ）内が４月以降
から８月末まで、北海道、宮城、東京、愛知、大阪で、
合計しますと８事例になっております。内科学会の頃か
ら通算しますと、 113 事例、そのうち８事例が新規受
付になっております。内容については、裏面に書かれて
おりますので、それをご参照願いたいと考えております。 
  そして、その下に「④ 相談事例：平成 22 年４月以
降」が、18 件でございました。以上の通りでございま
す。 
 
樋口委員 ありがとうございました。ここまでのご説明
について、何かコメントか質問がありましたら承りたい
と思いますが、いかがですか。……よろしいでしょうか。 
 それでは、きょうの中心的な議題であるところの、こ
のモデル事業をどういう形で継続していくか、新しくし
ていくかということについて、議題「(1) 『モデル事業
見直しの方向性』にかかる進捗状況について」で取り扱
いたいと思います。この暑いなか、ワーキング部会とい
うところで、これについて検討していただいております
ので、それについてどのようなお話し合いが行われたか
ということを説明していただこうと思いますが、山口
（徹）先生からお願いいたします。 
 
山口委員 本来でしたら、中央事務局長の原（義人）先
生が議長をされましたので、原先生がお話しされるのが
よろしかったのですが、今日は止むを得ない事情でご出
席が難しくなりましたので、代わってご報告をさせてい
ただきます。 
 このワーキング部会の委員としては、４つの学会から
それぞれ、そこにお名前がございますような委員に参加
いただきまして、そこに原先生と私、そして第１回目の
部会で議題になりましたような再発防止策についての
問題ということで、日本医療機能評価機構から後先生に、
それから院内事故調査委員会のお話を伺うということ
で京都大学の長尾（能雅）先生──長尾先生は昨年度の
厚労科研で、研究班のなかで院内事故調査委員会のガイ
ドラインをおまとめになりましたので、長尾先生にご参
加をいただきました。さらに、このモデル事業の報告書
をはじめとする、これまでのマニュアル作成に関わられ
ました宮田（哲郎）先生にも、ご出席をお願いいたして
おります。 
 ということで、「資料３」の３ページにありますよう
に、主な議題として５つの問題を取り上げ検討しました。 
 まず最初に、「(1) 死亡時画像診断（Ａｉ）の活用に
ついて」、検討が行われました。いちばんの論点は、基
本的にこのモデル事業で受け付ける事例については、解
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剖をすることが必要である。しかし、解剖についてなか
なかご遺族の了解が得られない場合に、この死亡時画像
診断を活用することによって、さらに詳しくご遺族に説
明し、解剖の承諾を得られないか。それからもう一つ、
ご遺族のなかには、頭部の解剖を拒否される方がしばし
ばありますので、そこについてはこの死亡時画像診断で
代用できる事例があるのではないか。というところで、
この死亡時画像診断を活用して、なんとか解剖事例を増
やしていきたと、検討を行ったのであります。 
 この死亡時画像診断を実際にどういう形で行うかと
いうことについて、その次の４ページ、５ページ、さら
におおまかな手順について６ページのフローチャート
に示してございます。基本は、モデル事業の解剖につい
てご遺族から承諾が得られないような事例について、こ
の死亡時画像診断を行う。画像診断を行うにつきまして
は、どこで行うか。その病院、あるいは、Ａｉのセンタ
ーでこれを受け付けてくれるような施設へ患者さんを
運んで、そこで行うかどうか。それから、誰がそれを読
影するか。その病院の主治医、あるいはその病院の放射
線科医、あるいは医学放射線学会から推薦いただいたＡ
ｉの専門医に読んでいただくか。という話。それから、
その結果を誰がご遺族に説明をするか。主治医が読むの
であれば主治医だろうし、その病院で読めばその病院の
主治医がするかと思いますけれども、よその専門医が見
た場合には、その結果を踏まえて主治医が話をするのか、
その専門医が話をするのか。そのようないろいろな検討
が行われました。 
 しかし、本来のＡｉ活用の目的は、こういう説明をす
ることによって、ご遺族から解剖の承諾を得るというと
ころにあるかと思われますので、実情に合ったような形
にするには、どうすればよいか。放射線科のほうからは、
「放射線科の診断医のすべてがＡｉの専門家ではない
ので、どこでも簡単にその病院のなかで確定的な診断が
できるのは難しいのではないか。ちゃんとしかるべき専
門医のところに画像を送り、経過を送り、そして判断を
仰がないと、ちゃんとした結果が出せない。そうすると、
場合によるとなかなか迅速な対応は難しい」というよう
なことが指摘されました。 
 さらに実際に、日頃から結構Ａｉが行われている医療
機関がありますけれども、まったくそういうことが行わ
れていない医療機関においては、院内における合意をと
りつける必要があるだろうと考えられます。そういう意
味では、「このＡｉをモデル事業でも活用するというこ
とを広く周知して、Ａｉのために院内の、ＣＴ、ＭＲＩ
を使って行うことについて、あらかじめ合意を得ておく
必要があるのではないか」という問題点も指摘されてお
ります。 
 実際にどういう形で、院内の主治医、あるいは放射線
科医がいいのか、あるいは学会に依頼して学会が推薦す
る専門医がいいのか、ということについては、今後医学
放射線学会ともう少し詰める必要があると思われます。
実際の撮影についても、地域によってＡｉｾﾝﾀｰの推薦が
あるところとないところがあるだろうと思われますし、
また院内で行おうとすれば、日常的な診療活動が行われ
る時間帯は難しかろうと思われますので、実際の撮影は
夜中になるだろうと思います。そうすると例えば夜中の
11 時に撮ったときに、その画像を送ったとして、迅速
な読影回答が得られるかということになると、なかなか
難しい問題もある。４時間、５時間のも返事を待って、
ご遺族に解剖の話を進めることが現実的かどうか。もう
少し医学放射線学会を中心に話を詰めて、現実的に可能
なｽｷｰﾑを検討しなければならないと思います。 
 もう一つは、費用の問題があります。この費用につい
ては、あらかじめモデル事業の窓口に、「こういうこと
でＡｉを撮って、ご遺族に話をしたい」という届け出が
あれば、最終的にその事例をこのモデル事業で受け付け
る、受け付けないにかかわらず、そのＡｉの費用につい
てはこのモデル事業で支払うということで了解が得ら
れました。Ａｉ活用の実際的な形については、医学放射
線学会と今後のもう少しの詰めが必要ということで、第
１回目の検討会は終わりました。 
 それから、「(2) 依頼医療機関での解剖について」は、
これまでのモデル事業では実際の解剖事例の約倍ぐら
いの事例の相談があったわけでありますけれども、なか

なか解剖までに行かなかった理由のかなりのところに、
「遺体を解剖の施設まで運び、そして解剖されて戻って
くるまでに時間がかかる。できれば、この病院で解剖を
済ませ、そして終わりたい」という要望がありました。
これを踏まえて、なんとかその医療機関で解剖ができな
いか、もし解剖するとすればどういう形があり得るか。
この点を、病理と法医の先生を交えてご検討いただきま
した。 
 その時に出ました解剖の形としては、解剖するのは勝
手を知ったその病院の病理医が行うのがいちばん好都
合であろうというところで、「解剖の実務はその病院の
病理医が行う。しかし、そこにはこのモデル事業から法
医あるいは病理の解剖医が１人立ち会う。それから、そ
の関連の臨床医がもう１人立ち会う」という形でよいと
なりました。２人の立ち会いでその病院の病理医が解剖
を行って、その結果については、立ち会ったモデル事業
から派遣された解剖調査担当医が中心になって、ご遺族
に結果をご報告するという形がいちばん妥当であろう
と。 
 マクロについては、そこで一応所見をまとめるという
ことにしましても、総合的には解剖されたご遺体の資料
等を含めて、立ち会った解剖調査担当医のところへお送
りして、そこでミクロの検討もしていただく。そして最
終的な解剖結果報告書は、この立ち会った解剖調査担当
医にまとめていただく、という流れがよろしかろうとい
うことになりました。それに関する暫定案が７ページ、
８ページにございます費用の分担等についても、ここに
提案がされております。 
 ということで、依頼病院での解剖についてはこのよう
な方向性が示されましたが、各地域で解剖の関係の先生
方に、「これでどうか」という詰めを行う必要があると
思います。また、臨床医と解剖医がペアで行って立ち会
うということが実際にどのぐらい可能であるかという
ところは、まだまだ問題があるかと思います。しかし、
なんとか依頼病院のなかで解剖を済ませることができ
ることを、一つの取り組みとして行っていきたいという
ことであります。 
  それから、「(3) 地域の体制及び評価委員の見直しに
ついて」。これまで地域の体制は、解剖がすぐできる体
制を確保するということにﾎﾟｲﾝﾄが置かれていましたの
で、主として法医、病理の先生方に地域の代表を含めて
お願いしておりました。そこに臨床医の参加をより進め
ていくのがよろしかろうということで、内科学会あるい
は外科学会のご推薦を得て、臨床医が地域の総合調整医
あるいは代表のところに入っていく方向を進めようと
なりました。 
  現在、内科あるいは外科の臨床医の参加が少ない愛
知・兵庫を中心に、内科・外科学会のほうに推薦をお願
いし、臨床医を含めた地域の体制ができるようにしたい
と考えています。そして地域体制の標準化を進めるとい
う意味で、いちばん最後の９ページに「地域代表・総合
調整医の役割」がまとめられております。地域代表は、
主として地域の責任者になるということと、事例受付の
最終的な決定を行うというところが大きな役割でござ
います。総合調整医はそれを受けて、地域でそれぞれ評
価委員会が開始されましたときに、その評価を行う中心
的な役割を担っていくということになろうかと思いま
す。また地域代表には細かい広報活動も含めて、いろい
ろ期待されているところがあります。 
 とくに、前のモデル事業が始まりました当初は、それ
ぞれの地域の警察に届け出られた、あるいは相談があっ
た事例からモデル事業に紹介されて来た事例が多かっ
たのでございますけれども、最近は極めて少なくなって
います。ﾓﾃﾞﾙ事業の存在をもう一度、ぜひ広めていただ
き、紹介事例を増えるようにして行きたい。これは地域
代表だけではなかなか難しゅうございますので、厚労省
のサポートをいただいて、警察にも働きかけていきたい
というところでございます。 
 それから４番目に、「(4) 院内事故調査委員会を基本
とした評価について」。従来のモデル事業では、すべて
の資料をこのモデル事業にいただいて、評価委員会で評
価してきました。院内でも必ず院内事故調査委員会を立
ち上げるということになっておりましたけれども、その
活用は限られていました。しかし最近では、院内事故調
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査委員会に外部委員を入れて、しっかりと取り組まれる
ところもだんだん出てきましたので、そういう依頼病院
については、院内事故調査委員会の結果をこの評価委員
会がレビューするような作業モデルがあってもいいの
ではないか。先ほど長尾先生の作られたガイドラインの
お話もありましたが、現状ではこのような作業ﾓﾃﾞﾙの要
件を満たしているのは大学病院とか非常に限られた病
院だろうと思いますけれども、院内事故調査を尊重する
ような取り組みを是非始めたいということです。対象病
院は、どういう要件を備えていなければいけないか、外
部委員の参加はどうでなければならないか、あるいはこ
のモデル事業から、外部委員として参加をするのか、あ
るいは外部委員を推薦するのか。あるいは積極的に学会
に働きかけて学会から外部委員参加を増やすのか、など
いろいろな意見が出ました。 
 今後、長尾先生のご参加を得て、院内事故調査委員会
報告をレビューするようなモデルについて、もう少し具
体的な詰めをしていきたいというところで、この前の検
討は終わっております。 
 それから最後に、「(5) 再発防止策の提言について」。
これまでも医療評価結果報告書の最後に、必ず再発防止
についての提言を行っておりましたけれども、それが全
国的にうまく発信できているかというところは、まだ不
十分であったと思います。日本医療機能評価機構から後
先生にご参加いただきまして、今後いろいろ後先生を中
心にご検討いただいて、このモデル事業で行った結果を
全国的に役立たせたいと思います。この医療機能評価機
構のお仕事と一緒に参加させてもらうような形がよろ
しいのかと思いますけれども、その点を含めて後先生を
中心にご検討いただくというところで、この委員会は終
わっております。 
 ということで、５つの大きなテーマについて検討いた
だいて、それぞれ詰めなければいけないところは多々あ
りますが、その対象がはっきりしましたので、一つ一つ
実施に移していきたい、というところでこの第１回のワ
ーキング部会を終わっております。以上でございます。 
 
樋口委員 ありがとうございます。私のほうからも少し、
補足というより蛇足かもしれませんが。 
  先回の第１回の会議で、「参考資料１」にありますけ
れども、新しいモデル事業がとにかく新しい機構をバッ
クボーンにして始まったということでしたね。今までと
まったく同じではなくて、何らかの新しい展開を考えよ
うというので、「モデル事業見直しの方向性」という議
論を先回やったわけです。それに則って、いまの「資料
３」のところで、山口さんとか原さんを初めとして、何
人かの方でワーキング部会をつくってもらって検討し
ていただきました。いまご説明をいただいた通りで、こ
れについてこれから議論をいただくのですけれども、ち
ょっと別の視点から、先回のモデル事業見直しの方向性
について、私のほうが個人的に理解をしているところを
申し上げましたが、それから私は法学部にいて、医療の
ことは本当はわかってはいないので見当外れのところ
もあるかと思いますけれども、ともかく素人としてこの
ように理解できるのかなと考えたことがありますので、
今日もちょっと申しあげます。 
 「資料３」あるいは「参考資料１」で、一体今どうい
うことを考えているかというと、大きく分けると２つで
す。それから、１つだけ余談をはさみます。私のところ
もそろそろ新学期が始まるので、昨日何をやっていたか
というと、新しい学期で私は「生命倫理と法」というゼ
ミというか、演習というか、わりに大人数の授業になっ
ているけれども、法科大学院はそんなにたくさんではや
っていけないということで、87 名参加希望があるのを
55 人に減らせというんですね。それで、とにかく 55 人
に減らすという作業を昨日やっていたのですが、参加希
望者の希望理由というので、複数の人たちが何を書いて
来たかというと、最近の生命倫理関係で大きなことがい
っぱいあるのですけれども、臓器移植法の改正というの
があって、善し悪しというか賛否は学生の間にもいろい
ろあると思いますが、少なくとも現象面としては、「法
律が改正になったら、こういうような事例が毎週１件ず
つぐらい、本人の遺志がなくても臓器移植が行われたと
いう報道がどんどんなされて来て、法を変えるというこ

とが医療のあり方に当然大きな影響を与えることがわ
かった。それが本当にいい影響を与えているのかどうか
について吟味したいから、この授業に参加したい」とい
うような話があったんですね。 
 私なんか、なかなかいいことが書いてあるなと思った
んですが、このモデル事業も、我々はあたりまえですけ
れども、いいことをやっているわけです。それが、法制
度の裏打ちがないということもあって、なかなか発展し
ていかないのですけれども、いまのところは法律の組み
替えができないからなのですが、それを何らかの形で、
一定の限界はありますが、そのなかで基本となる幾つか
の点を変えていくと、やっぱり「ここを変えたから、こ
ういう事例が増えていくのではないか」ということがあ
り得ると思うんですね。 
 それで、先回あるいはこの前から、これをどういう形
で展開していくかというので、例えば４点あったと思い
ます。１つは、地域をどんどん拡大して来てはいるので
すけれども、全国をカバーしているわけでもない。ある
地域だけは、こういう事業に参加しようと思えば参加で
きるんですけれども、他の地域だと「あなたのところは
違うよ」と言われてしまう。それは、本当はいかがなも
のか。やっぱり本来この事業が全国的に展開すべきもの
だったら、それをどうやって地域拡大していくか。その
ことと関係あるのが、きょうの「資料３」の「(3) 地域
の体制及び評価委員の見直しについて」で、一挙に全国
展開するような足腰は、我々はまだ持ってないわけです。
実際に、現場の方はぎりぎりで働いているということは、
重々わかっているわけですから、そう簡単にはいかない
のですけれども、その範囲内でどういうことが出来るか
ということを考えていく、地域拡大みたいな話が第１点
です。 
  それから２つ目は──そうそう、この順番は順不同で
す。別にどれが重要だという話ではないのですが、２つ
目は、こういう事業が発展してきた背景には、それも本
当はそれが本筋かどうかについては議論があるんだけ
れども、経緯から見ると、どうしても刑事司法が医療の
安全の問題に大きくコミットして、大きくコミットして
いいことばかりだったかというと、必ずしもそうではな
いであろうという話があるわけです。だから、警察のほ
うで司法解剖して、本当の意味での死因究明、原因究明
というのができるのだろうかという疑問がそこから明
確に出てきた。警察的な意味ではできるかもしれません。
犯罪かどうかという意味ではできるかもしれませんけ
れども、そうではないような死因究明ができるかどうか
ということを考えると、いまそういう事件を警察のほう
で引き取ってもらっているものを、むしろ積極的にこち
らに逆送致というのか、逆紹介というのかよくわかりま
せんが、言葉は何でもいいんですけれども、そういうこ
とで従来から努力しておられた地域も今までに既にあ
りますので、もっと積極的にそういうことができないだ
ろうかということをはっきり考える。繰り返しになりま
すけれども、警察の仕事の下請けをしようということで
はない。それはやっぱり筋が違うとは思うのですが、し
かし、英語を使えば‘wait and seｅ'（警察にはちょっ
と待ってこちらの調査が行われるのを見ていてもらう）
ということなんですが、警察に一歩引いてもらって、ち
ょっと待ってもらう。「専門家が、本当の意味で原因究
明をやろうとするのですから、その試みをさせてくださ
い。それが本筋なんですから」という話ができるかどう
かというのが一つの課題になっていて、これがなかなか
難しいですが、その方向での拡大の話があります。 
  でも、後で説明があると思いますが、事務局の方が警
察のほうにも今回またいろいろご説明に伺ってくれて
いるんですね。その話なんかも、ちょっと後で追加して
いただこうと思いますが、「資料２」の「２ モデル事
業の現況」で、相談事例が 18 例あったという話があっ
たと思います。そのなかで、何故相談になったかという
と、例えば「司法解剖または行政解剖になった」が３例
あるわけですね。これは当然、司法解剖・行政解剖とい
う事例であったのかどうか。こういう事例でも、場合に
よってはモデル事業で扱えなかったものかどうかとい
う検討も本当は必要かもしれない、そういう観点から言
うと。そういう、警察との関係で警察事例になるような
ものも、実は我々がやるべきなんじゃないか。医療専門
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家がちゃんと関与することが本当の意味で必要ではな
いか。もちろん、今までは法医学者は関与しておられた
ので、もう少し広い医療関係者という意味でありますが、
これが２つ目です。 
 ３つ目は、解剖ということに対する抵抗感があって当
然かとは思いますが、解剖しなくてもいいというか、ど
ういう部分で可能なのかというので、例えばＡｉの活用
ということも考えてみよう、という話になっています。
私は素人考えなので本当はわからないのですが、きょう
のお話では、ワーキング部会ではＡｉの活用は──Ａｉ
だけではっきり何かの診断がつく、原因究明ができると
いう段階には多分なってなくて、やっぱり補助的なもの
で、しかしやっぱり一応有用性があるだろうというよう
な可能性があるので、まずＡｉを撮らせてもらって、「こ
ういうふうになっているからには、もう少し調べたほう
がよろしいんじゃないでしょうか。そのためには解剖が
必要です」というように、解剖へつなぐ、それでモデル
事業へという話が一つと、それから解剖も全身だけでは
なくて、とくに頭部の解剖が嫌だという方もいらっしゃ
るということなので、頭のところだけは代替という話で
活用できないかという話なんですけれども、とにかく解
剖とつなぐような話だけで行くのかどうか。 
 これについては先回の検討会でも、厚生労働省のほう
でＡｉの検討会というのを立ち上げるということでし
た。もう立ち上げたのかもしれないですが……（そうで
すか、既に）立ち上げたんですね。それとの連携をしな
がら、ここでも検討というか議論をしていくということ
になっておりますので、もしよろしければ、Ａｉ検討会
の状況なども、厚労省の方からちょっと補足していただ
けるとありがたい。さらには、欲張るときりがないわけ
ですが、解剖ということではない非死亡事例で、しかし
重症に陥ったような事故だって少なからずあるわけで
すから、そういうことだって原因究明をどうやって考え
ていくかというのも、大きな課題としてはもちろん残っ
ているわけです。死亡事例だけが問題だということはあ
りませんのでね。そういう意味では、解剖をしなくても
何らかの形で、どういう形で発展していくかという話が、
解剖だけではないというんですか、プラスαみたいな話
で広げていくというのが３つ目です。 
 ４つ目は、今までのところは同意原則というか、合意
の上で「なごやかにみんなやっていこう」ということで、
強制的な権限はないわけです。しかし、法制化されるよ
うなことになったら多分、それは大綱案に書いてありま
したけれども、「遺族が希望すれば、医療機関はいくら
なんでも断れないでしょう」という話になっていました。
それで、今回の事例報告では、さっきのご報告でも、「医
療機関からの依頼がなかった」のでというのか、医療機
関が嫌だというので相談事例に留まったというのは０
になっていますので、これでいいと思うんですけれども、
「遺族から」という話をできるだけ尊重して、そういう
要望には応えていくことが医療への信頼を確保すると
いうんですか、そのためだということがあります。そう
いう感じで事例を広げていくというのが、入口の問題と
して──他にもあるのかもしれませんが──４つぐら
いあって、しかし実際どれも細かな作業が必要になるの
で、その関連でワーキング部会では検討しておられると、
私は理解しております。 
 実際に受けた後が、いちばん大変ですね。それについ
ては、大きな課題が３つあります。１つは、院内調査委
員会というのができているようなところと、このモデル
事業で第三者的にやることと、どう関連づけるかという
ことです。これが、ずっと課題なんですね。「院内調査
委員会は要らないですよ」なんて発想は、我々今までど
こにも取ったこともないので、院内事故調査委員会を基
本としてという話で「基本とする」というのと、このモ
デル事業がどういう形で支援をするか、バックアップす
るか。 
 ここに、「先行院内調査をレビューする」と書いてあ
りますけれども、レビューするというのは言葉としては
簡単ですが、一体どういう形でレビューすることが、本
当の意味でのレビューになるのだろうかということと、
レビューに値するような院内事故調査委員会なんだろ
うか。院内でも調査委員会をつくってもらうことは大切
なので、それについてのモデルみたいなものも、押しつ

けることはできないと思いますけれども、長尾先生を中
心にして何らかのアイデアをつくっていけるといいん
だろうと思います。だから、院内事故調査委員会との関
係、つまり後の調査をどう行ってやっていくかというこ
とです。 
 それから、その事例に関与した人だけが満足するので
はなくて、やっぱりそれが医学的な教訓というか、つま
り再発防止策に何らかの形でつなげたい。それは、後先
生が関与しておられる医療機能評価のようなところと
連携して、何か一つでも、「このモデル事業から、こう
いう具体的な再発防止策が出てきた」という話を早く、
１例でも持ち出したいと考えているので、この再発防止
策の提言についての検討も行ってもらっているわけで
す。 
 最後に、調査のエフィシェンシー［efficiency,効率
性］というんですか、やり方の問題があります。簡素化
というと言葉が誤解を生むかもしれませんが、あまりに
もフル出動みたいなのでやっていると本当になかなか
大変で、実際になかなか動かなくて、かつ、せっかく一
所懸命やっているんだけれども、その期間が６ヵ月どこ
ろではなくて１年もかかるというのだと、何なんだろう
ということにもなるので、どういう形でこの調査をうま
く迅速に行っていくかという、そういうことの検討が、
実際問題としてはなかなか難しいけれども重要である
ということが、今までの教訓からずっと、私だけじゃな
いんですが、言われてきたわけです。 
 そういうことを踏まえて、その全部についてではあり
ませんが、一部こういうワーキング部会で検討を続けて
いただいているということだと理解しておりますが、私
のような大雑把な話ではなくて、全般についてご意見、
ご質問、コメントをいただきたいと思います。あと、厚
労省あるいは事務局のほうからも、この関連で補足した
いことがあれば伺いたいと思いますが、どなたからでも
お願いしたいいたします。 
 
厚生労働省［渡辺］ 「参考資料２」になりましょうか、
いま樋口先生からお話がございました「死亡時画像診断
の活用に関する検討会」ということで、若干ご説明をさ
せていただきたいと思います。 
 前回、この運営委員会が開かれたのは６月３日でござ
いましたけれども、それから２週間後の６月 15 日にこ
の検討会を始めました。趣旨は、そこに書いてあります
ように、死亡時画像診断の活用する方法等について幅広
く検討するということと、検討課題は、これまでの現
状・科学的知見の整理ですとか、今後の取組方策等々と
いうことでございまして、政務官が主催する検討会とし、
その庶務は医政局にて行うということで、検討会のメン
バーが裏面にありますように、実際に死亡時画像診断を
していらっしゃる方々、関係学会の方々、それと弁護士
の先生等々というようなことで、進んできたところでご
ざいます。これまでプレゼンテーションを中心に３回ほ
ど行って、今週の金曜日も行う予定ですけれども、そう
いうところで進めていってございます。 
 このモデルとの連携を十分にとる必要があるという
観点から、今日は見えていませんけれども、中央事務局
長の原先生がこれのオブザーバーでも参加して、情報を
取って来られてございまして、適宜モデル事業に反映さ
せる体制が整っているというようなところでございま
す。補足をさせていただきました。以上です。 
 
樋口委員 ありがとうございました。他の委員の方から、
この問題以外も含めてご意見を伺いたいと思います。 
 
加藤委員 加藤良夫です。いま樋口先生から幾つかの指
摘があったこと、かなり幅が広いので、全部についてと
いうことではないのですけれども、モデル事業見直しの
方向性の基本のところにあたって、私自身が期待してい
ることは、このモデル事業というものをさらに発展させ
て、医療安全の文化を我が国に構築したいということで
あります。その中心的なキーワードを３つ言いますと、
説明責任の問題と、同僚審査、情報開示、この３つのキ
ーワードを基本に、医療の安全文化を構築すると。 
 モデル事業が始まる動きの遠いところというか直接
的には、刑事司法の問題というのはあったけれども、そ
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ういう消極的なものではなくて、より積極的な位置づけ
で、今後の方向というのは力強く進めていくべきだし、
地域の拡大ということは当然必要なので、そういう意味
でもこの方向性については、法制化ということを具体的
に展望するにはどうしたらいいかということを、一方の
視点で考えながらいくべきだろうというのが一つ。 
 それから、「院内事故調を基本として」というところ
は、院内事故調のあり方については、今日的には相当バ
ラツキがあります。とくに外部委員を中心にして、ヒア
リングをきちんとやりながら大部な報告書をまとめる
ということになると、相当ヘビーな作業になるというこ
とで、私がいささか関わった問題では、名古屋大学の解
剖に４ヵ月ほどかかったという事例について、きょうも
お出でいただいている矢作（直樹）先生が、事故調の委
員長として大変なご尽力をされました。そういう状況を
見ていると、あのような事故調というものを──院内事
故調ですけれども、すべてのケースについて全国的に展
開できるだろうかと思うと、相当大変だろうなというこ
とを感じております。しかしながら、どういうところま
でを院内事故調でやりきれるのかということについて
は、財政的な裏付けも含めて相当検討していく必要があ
り、そのためには幾つかの先進的な取り組みの事故調の
報告書なり何なりを分析したり、中心になった人のヒア
リングといいますか、事故調の委員長をやった人たちの
意見なりを聞いてほしいなという気がします。 
 あとＡｉについても、いまのケースについて、解剖は
今日来ていただいている藤田保健衛生大の黒田（誠）先
生に執刀医で解剖していただきましたが、解剖する前日
の夜、Ａｉをしていただいたわけです。そのときにはざ
っと見た感じで、印象ではかなり解剖までに時間がかか
ってしまっているといいましょうか、Ａｉの時までに４
ヵ月近くかかっているので、印象では液状化しているの
ではないか、変性が相当進んでいるのではないかと考え
られたのですけれども、解剖してみますと、これは４度
の霊安室といいましょうか、保冷庫で保存されていたケ
ースなのですけれども、肺や心臓の所見などはしっかり
と取ることができまして、やはり解剖というものが極め
て大事な意味を持っているということを痛感したケー
スでありました。 
 そんなようなことで、こうした問題を考えるにあたっ
てのアプローチとして、幾つか具体的な事例を踏まえて
ご検討を進めていただけると、より確かなものになって
いくのではないかということで、意見を述べさせていた
だきました。以上です。 
 
樋口委員 ありがとうございました。他にどうぞ。 
 
黒田委員 いま加藤先生にお話をしていただいたわけ
ですが、病理学会担当理事の黒田でございます。 
モデル事業自身がまだ国民に浸透してないというのが
最も大きな問題でございますけれども、死亡時画像診断
もとにかく大半の国民は、まず自分たちが普段かかって
いる医療機関で撮影されるということもほとんど知ら
ない。これを医療の現場に持ち込もうとしているという
点ですね。これまた、非常に疲弊している医療の現場に
また新たに疲弊をつくろうとしているわけですけれど
も、そこら辺も含めた正しい説明をする必要があると思
います。 
 これについては、厚労科研の研究班で実際にいろんな
データが出ていて、これは２回目の検討会で、プレゼン
をされていると思いますけれども、要するに有用性は確
かにあるんですが、有用性ばっかりを説明しますと、非
常に簡単にいいところだけを受け入れようとするんで
すが、実際の問題はやっぱり限界なのですね。限界がど
うであるかということを、きちんと国民に正しく情報を
流してご理解いただきたいわけですね。 
 それがなくて、そういうものをここに持ち込んでいま
やろうとしているわけなので、このなかの情報をどうす
るか、それから画像診断云々といいますけれども、結局
この診断内容の秘密性をどうやって守っていくのかと
いうことは、非常に大事なことでございます。少なくと
もネット上でいろんなことをやるのは、ｾｷｭﾘﾃｨｰの点か
ら私は大反対でございますし、じゃＣＤ－Ｒなんかに焼
いて、それを郵送して、我々が実際に総合調整医として

いろんなセッティングをしているのに、また待っている
のかと。いまのモデル事業は、１泊２日か２泊３日の事
業でございますが、これが３泊４日になる可能性が生じ
ることになるわけですけれども、そういうことを聞いて、
とにかくまず国民に正しい情報を流して正しい理解を
していただかないと、「死亡時画像診断ですべてが、ほ
とんどわかってしまうんだ」という誤解をしている人が
たくさんいるわけですから、そこら辺から慎重に始めて
いただきたい。 
 とくにこの前の内閣府の調査でも、日本人はだいたい
65％が解剖に対する抵抗感がある。これは今までの歴史
上、儒教国家においてはしようがないことなのですね。
しかし、その現実の上にたって我々がやろうとしている
ことは、やはり加藤先生がおっしゃったように、医療安
全の文化の構築をこれからしようとして言っているわ
けなので、これはやっぱり最終的に死後画像も用いて、
ガイドラインを導入するというふうに当然持っていく
べきでありますから、そこら辺の流れについても、厚労
省の皆様方もそうですが、メディアの方々も限界を含め
た正しい情報を流して国民に理解を求めるようにぜひ
ご協力いただきたいと、この場を借りて申しあげておき
たいと思います。 
 
樋口委員 他に、いかがでしょうか。 
 
的場委員 大阪の地域代表をしている的場です。私は法
医の立場から、いまのＡｉということにつきまして少し
考えていることを述べたいと思いますけれども、基本的
にはいま黒田先生が言われたのと、まったく同じです。
現在、法医学会では全躯解剖といいまして、必ず頭が出
るというふうにやっています。我々法医学は臨床と一緒
に３人でやるときに、我々としては、臨床とか病理の考
え方に合わすというのはいかがなものかと考えていま
す。 
 我々法医は、だいたい診断がついているのを解剖する
わけではなくて、まったくわからないものを解剖するわ
けですね。そのときに、現在法医学の犯罪捜査でＣＴの
応用とか、そういうのをやっていますけれども、あくま
でもこれはスクリーニングがあって、Ａｉをやるから解
剖しなくていいということはまったくありません。解剖
するかどうかという一つのスクリーニングとして、Ａｉ
を導入するということですね。これらの医療事故、とく
に最先端の医療事故を解剖せずに進むというのは、逆の
ほうに行くと思います。それで、それ以上の医療事項と
いうか、医療の本質を追求しないというのは、これは非
常に大きな問題だと思います。本来の医療事故調という
のは、決定的にそういう医療を検証して、その死因を明
らかにするというところにその本質があるわけですか
ら、それをＡｉで代えるというのは逆行すると、私は考
えます。以上です。 
 
樋口委員 池田さん、お願いいたします。 
 
池田委員 ちょっとＡｉから離れますが、３点。院内事
故調査で立ち上がらない病院はどうするのかというこ
とです。例えば、遺族が医療安全調査機構に訴えたとき
に、一般開業医はどう対応したのか、これが１点。 
 それから２点目は、エフィシェンシーを迅速化とおっ
しゃいましたが、実際、愛知で３事例抱えておりますと、
なかなか回りません。私もボランティアじゃないですけ
ど、少なくとも地域代表とか、そういう方は専任化とい
う形でないと、役割がとてもできません。進んでいかな
いというのが現状です。 
 それから３点目は、きょうの資料で後で説明があるか
と思いますが、７月に厚生労働省の医政局総務課長から
愛知県の県衛生部にこういう通達が来ていると思いま
すが、私たちは地域代表としては一切、県の衛生部と関
わったことは、今までモデル事業としてはありません。
どうして突然ここに行ったのかというのが疑問ですの
で、それにお答えいただければと思います。以上です。 
 
樋口委員 これは、どっちかから答えていただければい
いのですが、山口さん、お願いできますか。 
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山口委員 これは、広報活動に関わっている話だから。 
 
樋口委員 では、広報活動のところから、まず説明がつ
ながったほうがいいかもしれませんね。 
 
岩壁次長 それでは、先に事務局から広報活動につきま
して、お手元の「資料４」により、ご説明したいと思い
ます。「４ 広報活動等について」、これはやはり見直し
の方向性につきまして、広報活動を強化するということ
でございます。山口先生から先ほど、ワーキングのこと
に対しましてはご説明がありましたが、広報活動も 10
地域の事務局では、代表を初め調整看護師さん等が、大
変力を入れております。皆様のお手元のほうに、北海道
から順次記載されておりますが、主だったものだけ私の
ほうから簡単にご説明したいと思います。 
 まず北海道地域ですが、７月 24 日に「病理標本交見
会において説明」、これは講演だと思いますが、病理の
先生方に対しましてモデル事業の説明を行っています。
この他、各地域とも共通しているのは、パンフレットの
送付であったり、あるいは事案の報告書の送付であった
り、それから各厚生局あるいは支援に応じまして、医師
会、都道府県の担当部署、病院協会等々、地域によって
様々ですが、いろいろ説明にお伺いしております。 
 そして、宮城、新潟と続きまして、裏面を見ますと茨
城、東京、愛知、大阪、兵庫と続いています。兵庫につ
きましては、７月 23 日に近畿管内特定機能病院 連絡
会議で、モデル事業の講演をされております。 
 それから３ページ目になりますと、岡山地域ですが、
８月３日に「郵送」と書いてありますが、「９月 11 日 講
演会案内・参加申込書」ということが書かれています。
このなかに資料として番号は振っておりませんが、別添
の資料のなかに特別講演会のご案内の資料が２点ほど
ございます。特別講演会「医療安全推進に向けて」とい
うことで、９月 11 日に開催されます。こちらは運営委
員の先生もご出席、児玉（安司）先生が特別講演にいら
したり、あるいは清水（信義）代表がパネルディスカッ
ションの担当をされたり、いまたくさんの方が、四国・
中国地方でしょうかね、大変多く申し込みをされている
ようです。 
 そのような広報活動であったり、あるいは福岡のほう
ですが、７月５日に「モデル事業内容について」、やは
り国立病院機構の医療安全拡大委員会、それから同様に
７月 26 日も「モデル事業内容について」説明、そして
８月６日には「医療安全相談窓口運営協議会にて、モデ
ル事業の説明」。これは九州の厚生局が主体で、私ども
が参加させてもらったという経緯になっております。い
ろいろとモデル事業、各地域では広報活動を活発に力を
入れているところでございます。 
 そして先般、第１回の運営委員会でも出ましたように、
厚生労働省のほうからぜひとも各都道府県、あるいは警
察のほうにも働きかけをしていただきたいというよう
な要望が出まして、これはたまたま北海道保健福祉部長
だけしか付いておりませんが、全国モデル地域があると
ころ 10 ヵ所の都道府県の担当部長さん宛に、厚生労働
省のほうから、広報活動の一環として周知活動を行って
おります。これは、もちろん私ども厚労省からこの文書
を頂戴しまして、即座に 10 ヵ所の地域事務局のほうに
はメールで流したところでございます。これにつきまし
ては、各地域に応じまして地域代表の先生と、調整看護
師さんがご相談して、担当部長のほうへいろんな資料を
持ち込んでお伺いしたところもございます。このなかに
は、先ほど広報活動のなかで説明をいたしましたが、実
はこういうものをきっかけで都道府県のほうにお伺い
したということが含まれております。それが一つです。 
 それからもう一つにつきましては、８月 18 日付けで、
やはり厚生労働省のほうから警察庁刑事局の刑事企画
課長さんと、捜査第一課長さん宛に、やはり協力依頼と
いうことで文書が出されております。これも下に降りま
して、この文書は都道府県の県警本部長さん宛に出すの
でしょうかね。そんなことになろうかと考えております。 
 厚労省から、何か補足説明はありますか。……よろし
いですか。だいたい以上の通りでございます。 
 
樋口委員 池田さん、まだ全部について答えてないけど、

どうぞ。 
 
池田委員 私の質問の真意は、今まで東海・北陸厚生局
の方と、よく理解をしながら、お話し合いをしながらや
って来れました。ですから、県の担当の方は非常によく
ご理解をいただいています。決して東海・北陸厚生局を
批判するわけではありませんが、「今度は県の衛生部に
話をもっていきますので、私たちがそれを後押しします
から、どうぞ今度またそちらで再構築してください」と
おっしゃったので、それは私たちが再構築すべきことな
のか、その辺の連携性をお伺いしたいということが一つ
です。 
 
岩壁次長 私のほうからちょっと補足説明といいます
か、よろしいでしょうか。私は４月１日から、中央事務
局に勤務していますが、これはやはり厚生労働省と全国
の厚生局並びに各学会そしてモデル事業の地域事務局
と中央事務局のそれぞれが価値観を共有していないと、
この事業はなかなか思うようにいかないなと常日頃、実
は感じているところでございます。そういう意味で、「鶏
が先か、卵が先か」じゃないんですが、例えば地域にな
りますと厚生局のほうになると思いますが、厚生局のほ
うから「モデル事業について地域事務局も、一緒に行動
しませんか」というような声掛けがあるところもありま
すし、あるいは地域事務局から「こういうことをしたい
んだけれども、ちょっと協力してくれませんか」という
ところもあるでしょうし、それから行政、とくに県行政
や地元の医師会、あるいは病院協会、いろいろ関係機関
ですね。実は現実の問題として、地域代表の先生方が一
人歩きしても、なかなか難しいところがあります。 
 やはり、行政の力というのはすごいなと思いますのは、
そこで後押しがパッとありますと、あるいは一緒に行っ
ていただくとかいうことがありますと、もっともっとこ
の事業の啓発活動が容易にできやすくなるのかな、と思
っております。おそらく池田先生のご質問も、その辺の
機微といいますか、その辺のところなんだろうなと思っ
ております。 
 行政からお話がなかった場合は、私どものほうから積
極的にお願いに上がり、あるいはお話があったものにつ
いては、快く一緒に行動を共にしたいと考えております。
以上です。 
 
池田委員 岩壁さん、ありがとうございました。 
 
樋口委員 山口さん、何か。 
 
山口委員 池田先生のお話にありました、例えば開業医
のところで起こった事例についてどうするかという問
題です。実際に院内という格好での事故調査委員会は難
しいですので、いちばん可能性があるのは、やはり地域
の医師会にお願いをして、そういう調査委員会をつくっ
てもらえないかという話があります。これについては医
師会の先生にどこかで伺ったと思いますが、「積極的に
事故調査をやる委員会が地区の医師会にサッとできる
という体制は、いまのところは残念ながらない」という
お話をもらいました。ただ実際にどう考えても、事故調
査ができるとすれば医師会にお願いする外ないのでは。
このモデル事業からも誰か外部委員を推薦し、そして地
域の医師会に加わっていただいて、これしか解決の方法
はちょっとないのかなとは思っておりますけれども。具
体的な話としては、まだ何も動いているところまでは行
っておりません。 
 それから評価委員会の専任者という話も、このモデル
事業で専任の人を一人、医師を雇うことができるかとい
うと、ちょっと難しい。より固定したメンバーという考
えで、大きな病院の、医療安全に関わられているドクタ
ーにもっと積極的に関わっていただいて、報告書をまと
める中心なﾒﾝﾊﾞｰになっていただく、というよう方向性
が現実的な話かと思います。医療安全に関心の高い先生
方に参加いただき、そういう人を固定のメンバーとする、
そこに学会から推薦された先生方に加わっていただく
という格好がよろしいのかな。各地域で検討していただ
こうかと思っているんですが、その地域で積極的にやら
れているのは誰かというと、地域、地域で温度差がござ
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います。大学の医療安全担当者で積極的な先生がいらっ
しゃるところもあれば、なかなかそういってないところ
もありますので、一律には難しいかなと思っております。 
 
池田委員 一言だけ。そう言われますと、統一化という
言葉はどうなるのでしょうか。 
 
山口委員 なかなか均一に「こうでなきゃいけない」と
いうことは、「いないものはいない」という話で終わっ
てしまいますので、できる限り固定したメンバーを集め
る方向で検討していただく。そういう意味で先ほどの広
域化というか、例えばいま愛知でやる場合も、愛知県内
だけでという話ではなくて、例えば岐阜県で、例えば三
重県で積極的な人がいれば、その先生にも参加してもら
うという形も含めていけばいいのではないかという感
じています。広い範囲で考えないと、現実的には難しい
問題だと思っています。また医師会のほうでもぜひ参加
を検討いただければ。 
 
高杉委員 すみません、他の会議があったので遅れて申
しわけありません。モデル事業の段階でというと、この
ケースが出た場合でございましょうけれども、医師会と
してはある程度、見える形でやらなければいけないし、
もしこういう不幸なケースが起こった場合には、地域医
師会がバックアップした、いわゆる調査委員会を立ち上
げなければいけないと思っていますし、そのような啓蒙
も始めていくつもりでございます。したがって、モデル
事業段階で出たケースで考えるしかないんでしょうけ
れども、その時はそれで対応できるような体制をつくり
たいと思っています。 
 
樋口委員 ありがとうございました。 
 
野口委員 先ほどのＡｉの話ですが、生きている人の放
射線診断を、複数の放射線診断医が違う診断をして手術
をしたら、両方とも違っていたということが、しばしば
あるわけです（笑）。Ａｉに代わるのが妥当だとは私も
思いませんが、もし今後Ａｉをスクリーニングとして入
れていくならば、それはやったらいい。財政的基盤と人
があるならばやればいいし、この事業が進んでいけば、
それなりに経験が積まれて、百パーセント当たらないか
もしれないけれども、ある程度は予測がつくような診断
医を育てることはできるかもしれないと思います。 

あと、突然入れるなんて、とても考えられないと思い
ます。そういう意味で入れていくのだったら、私は賛成
だと思います。その意味では、原先生がこちらからＡｉ
の委員会に出席されているとお聞きしましたが、ぜひＡ
ｉの委員会からもこちらのほうに出席していただいて、
見えないところでの言い合いにならないようにすべき
ではないかと思います。それぐらいならできるんじゃな
いですか、ここに来ていただくということは。 
 
樋口委員 清水さん、いまの関連ですよね。 
 
清水委員 はい、私も同じようなことです。 
 
樋口委員 では、清水さん、どうぞ。 
 
清水委員 最近あった事例ですが、２週間ぐらい前です
けど、亡くなられて画像を撮ったので、これをモデル事
業に入れてくれないかということで、ここの本部とも相
談しました。その時点で、遺族が解剖を希望してないと
いうことで、これは無理であろうということでここの本
部と相談しましたら、Ａｉの結果、極力解剖を勧めてく
れと。でも私の感覚では、一般的にどうもＡｉが既に解
剖に代わると認識して申し込んでおられるのですね。
「そうではありません。解剖は必ずやらないと、評価委
員会のなかで議論できないんです」と。法医の先生、病
理の先生いらっしゃるなかで放射線科の医者がいない
なかで、Ａｉのことで評価委員会にかけられませんね、
既に。ですから申し込みというのは、あまりにもＡｉが
社会的にどんどん行ってしまって、Ａｉでモデル事業も
解決するものだという申し込みだったんですね。ですか
らお断りしたという事例がありますので、適切な情報を

流していただきたいということです。 
 もう一つ、先ほど紹介していただきましたけれども、
「医療安全推進に向けて」という講演会を、児玉先生に
も来ていただいてお願いして開かせていただきますが、
そのなかで「診療所における医事紛争とその解決」とい
うことで、医師会の担当理事にお話ししてもらいますが、
やはり大きな事例が起きたら、すぐ医賠責に入ってしま
うんですね、医師会の事例は。なかなか、こういうモデ
ル事業的なところに入れようということよりも、個々の
診療所で起こっていますので大きな対応ができないと
いうので、医賠責のほうで何とかならないかという対応
をされております。こういうところが何とかならないか
というのが、診療所の先生方から持ち上がって、事例の
解決の仕方でちょっとアイデアが出ないかということ
で、こういう演題を入れさせていただきました。 
 
樋口委員 ありがとうございます。厚労省、お願いしま
す。 
 
厚生労働省（渡辺） 死亡時画像診断の件で、５点ほど
補足をさせていただきます。 
 １点目が、最初にお話がありました放射線科の今井先
生が、今日ちょっとご都合で出席が叶ってないのですけ
れども、Ａｉ検討会のほうの副座長さんになっていらっ
しゃいますので、また次の機会には今井先生からもお話
を聞けるかと思います。 
 あと４点ですけれども、私なりの理解でＡｉ検討会の
これまでの議論の紹介になるのですが、Ａｉについては、
死因究明に関して某かの寄与はするだろうということ
が１点目です。２点目といたしましては、ただ解剖にと
って代わるものではないというか、解剖と比べること自
体おかしくて、検視プラスαの情報が出る、もしかした
ら解剖よりいい情報が出る時もあるということで、検
視・Ａｉ・解剖みたいな、そんなイメージで並べて、「ど
う活用するんだ」というところに来ているのではないか
と思います。 
 ３点目ですけれども、これは私もちょっとうまく言い
切れないのですけれども、法医解剖、行政解剖等々する
事例が、世の中に幾つあるんだと。かなりあるかもしれ
ない。それを全部いまの解剖で、解剖しきれてない状態
であるならば、どういうふうにＡｉの活用を考えるのか
と。まだ結論は出ていません。そういう課題が出されて
いるところで、そこのところをみんなで考えようという
こと。 
 それと４点目は、現場の話もちょっと出ましたけれど
も、現場では本当にこのことを進めようとすると、誰も
がプラスαの業務となるということで、みんな大変なん
だけれども、でも活用があり得るのであれば、具体的に
どういうふうに活用していこう、考えていこうというよ
うな議論の前提にはなってございます。でも、まだ結論
が出ているわけではないというところで、引き続きモデ
ル事業との関連を含めて、幅広いご議論をいただければ
と思ってございます。 
 
樋口委員 ありがとうございます。どうぞ、舟山さん。 
 
舟山委員 東北大学の舟山です。我々のところは、大学
でＡｉをいわゆるセンター化して、Ａｉを撮り始めてい
ます。診断の内容そのものは、黒田先生を初めいろんな
先生方がおっしゃっていますので、そのことはよろしい
かと思います。我々のところは、いわゆる代用というと
語弊があるので、教育用のＣＴをそれに代用しています
ので、患者さん専用ではありません。そういうメリット
はあります。 
 ただ、もう１点だけ気になるのは、業務機関と一緒く
たになりましたけれども、ちょっと領空侵犯的なところ
を私の立場から言わせていただきますと、放射線診断と
いうのは医師だけではなくて、当然、技師さんの力が非
常に大きいわけですね。ただ、残念ながら技師さん自体
は、実際は読影がおできになるにもかかわらず、やはり
医療的な立場としてはなかなか難しい。そうすると、技
師さんと、お医者さん、放射線医が一緒になる時間とい
うのは、非常に限られています。専属の先生方がいらっ
しゃればいいですけれども、非常にお互い業務があって、



  

8 
 

そうすると夜間をどうするのかと。ですからＡｉ自体は、
読影のやり方よりも、スタッフをどの程度確保し、そし
て放射線技師の立場の方々をどうやって診断まで引き
上げていくか。これは、今回のこととはちょっと違うか
もしれませんけれども、そういった問題も厚労省の方々
が併せて考えていただきたいなと考えました。 
 
樋口委員 他にいかがでしょうか。 
 
高本委員 。最近、新聞で大きく報道されました女子医
大の事件ですね。院内調査委員会がまったく嘘であった
と。心臓外科の医師ですが、ポンプを 100 回転以上回し
て、100 回転以上回したことが原因となって患者が死ん
だと。これは嘘であるという結論が、法的にも出ました。
このように、院内調査委員会というのは専門家もいない、
３人でやりましたから院内だけでやっていると、こうい
うふうな可能性があるということですから、どうしても
これには客観性を持たす必要があります。外部調査委員
を必ず入れなければいけない。あるいはそれでも不十分
な場合は、このモデル事業としては、もっと揉めるよう
な旧来の形の調査委員会も考えておかんといかんだろ
うと思います。 
 外部委員に関しましては、これは 19 学会が最初にこ
れを一緒にやろうと言ったのですが、各学会がこれを責
任をもってやらなければいけないというわけです。現在、
各地域について５名ずつ候補になる人を挙げています
が、これでは足らないわけです。私は、東京地区の総合
調整医もやっていますけれども、密度は関係なしで別の
ルートで探さないと、調査委員なんかとても足りません。 

外科学会は私が担当のとき、それからいまもそうです
が、外科学会の評議員は全部で 300 人ぐらいいます。
この 300 人は評議員としての義務である評議委員会に
出るとか、そういう義務と同時に、医療安全調査も義務
としてやらなくてはならないということにしました。私
は、心臓血管外科学会もそうしました。日本の 19 医学
会、高久先生もおられますが、高久先生の下の医学会す
べて、こういう形にもっていかなければいけないだろう
と思います。山口先生と私は、循環器学会のほうに一緒
にいるわけですが、循環器学会は院内調査委員会の外部
委員には推薦しないことになったわけです。しかし、こ
の次は私が理事会で、これを直すように言いますけれど
も、学会としても十分対応できてないわけです。ですか
ら、これは高久先生のほうから各学会のすべてに、「こ
れに対応しろ。評議員は外部委員に依頼された場合、必
ずやらなくてはならない」ということを医学会全部で詰
めて、その体制をつくるようにしなければいけないと思
います。 
  そういう形で、院内調査委員会にとにかく客観性を持
たせる。最低２人は入るでしょうけれども、簡単なもの
ならそれでいいんですが、もっと複雑なものにはもっと
多くの外部委員が必要でしょうし、あるいはもっと複雑
でしたら、旧来のようないろんなところから呼んで、完
全に外に独立したような調査委員会をやらなくちゃな
らないということも、頭に入れておかないといかんのじ
ゃないかなと。すべて院内調査委員会ではいかんだろう
という感じは、私はします。 
 
樋口委員 ありがとうございました。 
 
鈴木委員 私は弁護士の鈴木ですが、これまでの５年間
で見ますと、数字的には申し込み事案の相談事案を足し
ても、あまりにも少ないですね。それで、医療事故関連
死がどのぐらいあるのかということは、いろんな数字が
あまり根拠はないと思いますが出ています。それに比べ
ても、桁が違うぐらい少ないですね。 
  それで、なぜ申し込みをしないのかということだと思
うんですが、今まで申し込みをしていただいたところへ
のアンケート調査とかをやって来たと思うんですけれ
ども、例えば 10 地域で、何故申し込みをしないのかと
いうことについてのアンケート調査を、一定規模以上の
病院で医療安全管理室のあるところに、何故申し込みを
しないのか。これは広報活動とも関わりますけれども、
先ほどの広報活動のご説明ですと、大きく分けると「調
査事業へのご協力のお願い」という広報と、それから申

し込みのお願い。この申し込みのお願いというほうが、
医師・医療関係団体の会長さんにはご説明するけれども、
本当はそこから先に進むかどうかというところが重要
なわけですよね。 
 例えば、医療評価機能機構で収集事業をやって、大規
模病院で何年もの間、１件も報告してないというところ
が２桁あるというわけですね。つまり、「他のところな
ら手を突っ込んで調査をしてもいいけど、自分の懐には
手を突っ込まないでくれ」というところが、まだまだあ
るのだろうと思います。これは、かつての全国的頻度に
関する調査でも、プロジェクトチームがやったときに、
ランダム抽出でもって事故調査の依頼をお願いしたら
ば、大規模病院で複数、「うちのところはやめてくれ」
というところが出てきて、調査プロジェクトの人たちは、
運営委員会ですごく怒っていました。つまり、日本の医
療事故調査は、「他でやるならいいけど、うちは勘弁し
てくれ」ということですね。 
  もしこういうのがあるとすれば、その原因はどこにあ
るのか。想像ですけれども、異状死届出義務違反との関
係、あるいは異状死届出につながっていくのではないか
という躊躇があるということも、あり得ると思うんです
ね。そこの壁を乗り越えていかないとだめなので、一つ
は有り体に申し込みしにくいという事情を、無記名でい
いと思いますけれども、アンケート調査で把握してそれ
を乗り越えていくとか、想定できるものとしては、異状
死届出義務との関連性があるとすれば、やはり従来から
の意見交換ではなくて、もう少し強い形で警察庁や検察
庁に申し入れをして、むしろ異状死届出義務・医師法
21条が壁になってこの調査事業が進まないのであれば、
そのところをきちんと、立法府・国会も含めて乗り越え
ていくということを考えないと、増えないのではないか。 
 私はよくわかりませんけれども、この事業に関わって
おられる方々の施設は、どうなっているんですか。ちゃ
んと申し込みはしているのでしょうか。そこを含めて、
もうちょっと申し込みをできない事情を乗り越える努
力を、それを力づくで乗り越えることはできませんので、
制度改善で乗り越えていくしかないわけなので、その制
度の問題をきちんと洗っていかないと、「エリアのなか
から来ないから、もう少しエリアを広げよう」と言った
って、同じ体質であれば、エリアを広げたってどのみち
大して来るはずはないだろうと思うんですね。来過ぎち
ゃって調査体制が間に合わないというのだったら、これ
はもう嬉しい悲鳴なので、調査へのご協力を強力にやっ
ていくということですね。調査のご協力は、相手の顔を
みてやらないとだめですけれども、申し込みを啓発して
いく広報のほうは、相手の顔の見えないところで大きな
声を放ってみたところで、そこは多分、全然実績にはつ
ながっていかないのだろうと思います。その辺、ぜひご
検討いただきたいと思います。 
 
樋口委員 他に、いかがでしょうか。 
 
児玉委員 こういう形で一般社団法人になりまして、前
のモデル事業を仮に「旧モデル事業」と呼び、いま取り
組もうとしているものを「新モデル事業」と呼ぶと。ど
こをどんなふうに変えようかというコンセンサス自体
がとても難しいことは、先生方のお話を聞いていて重々
わかるのですが、私自身はこの間、モデル事業のこの５
年間の大変だった歩みと、これから時間はそれほど残さ
れていないように思っています。モデル事業の形であと
２年ぐらいなんだろうと思っているのですけれども、い
ろんなご意見があろうと思いますが、私個人としてどん
なことを思っているかということを、ちょっと端的に申
しあげます。 

私自身は旧モデル事業の時代に、いつも会議に出てく
るときに念頭にございましたのは、医師法 21 条で年間 
200 例の届出が行われているということが、一度も念頭
を去ったことはありませんでした。また、私は現場にお
りますので、もちろん私が関与している医療機関から、
このモデル事業にずいぶん届出をさせていただくなか
で、医師法 21 条との関連で様々なコンフリクトが起こ
って、様々な善意のある、良識のある人たちが傷ついた
りした事例も実際に体験をしているわけでありますけ
れども、旧モデル事業の時代に、私自身、警察の取り調
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べをされている医療従事者の悲痛な思いというのが念
頭を去ることがありませんでしたので、医師法 21 条、
年間 200 例の届出というものを、どう一方的に解決を
していくかということを念頭に置いて５年間、ある意味
で医師法 21 条という制度に代わり得る、医療界に自律
的な組織をつくりたい。その組織が生まれるためには、
医療界のなかのいわば最大公約数──皆さんが合意で
きる最大公約数が見つからなければ仕組みができない
ということで、５年間いろいろな形で知恵を絞って、私
なりに現場で苦労をしてきたつもりでいるわけです。 
 新モデル事業に変わりまして、お時間で退場されまし
た高久先生を含め、まさにオールジャパンの体制で様々
な先生方にご関与いただいているなかで、私は気持ちの
なかで、次の２年間は医師法 21 条とか、あるいは組織
をどう作るか、あるいは中央か地方か、院内か院外か、
第三者か、どういうものが適格な院内調査委員会かとい
う、結局５年かけても得られなかった最大公約数の論点
を蒸し返して、次の２年間を過ごすのは、あまり意味の
あることのように思えない。５年やってみて、そこには
最大公約数がないということだけは、我々に十分わかっ
たはずだ。むしろ、いろいろな地域でモデル事業も含め
て、あるいは大学病院一つひとつのなかでも、あるいは
医師会一つひとつのなかでも、病院団体のなかでも、学
会のなかでも共通して言えるのは、医療が公正であろう
とする取組は、10 年前と比較にならないほど強くなっ
ているということです。 
 その、様々な有り様をもう一度、オールジャパンでと
らえ直して、明瞭な組織の像を結ばなかったとしても、
むしろ最小公倍数の、お互いに否定しあわない運動づく
り、裾野の広い運動づくりということをもし心掛けない
とするならば、次の２年は過去の５年と同じような意見
対立で終わっていくというのが、とりわけ今回お集まり
いただいている先生方の地域でも、また学会でも、大変
大きな力を持ち、影響力を持たれる先生方にお集まりい
ただいているだけに、５年やってだめだった同じことを
２年間やるというのは、あまりいい作戦でないような気
がしてならないわけです。 
 例えば先ほど来のＡｉについて、私もＡｉの画像を見
る機会もあり、私なりの個人的な思いもあるわけですが、
ぜひとも厚生労働省にお願いしたいことは、このＡｉと
いう論点が、またあの過去の５年と同じように対立線と
してとらえられるというようなことを、できる限り避け
ていただきたい。Ａｉをサポートすると同じように、あ
るいはそれ以上に、いま深刻な解剖体制のサポート不足
ということが指摘をされていて、そのことへのご懸念だ
ろうと思うわけですから、「Ａｉか解剖か」というよう
な論点ではなく、やっぱり最小公倍数で運動を広げてい
くのであれば、厚生労働省の役割というのは、対立点を
でき得る限り対立の形にしないということで、できる限
りご配慮いただいて、次の２年をまた、個々の繰り返さ
れる論点の議論で終わりたくないという思いを持って
臨みたいと思っております。漠然としたことで、恐縮で
すが。 
 
樋口委員 ありがとうございます。他にはいかがでしょ
うか。現場では、調整看護師の方が非常に活躍されてい
ますが、看護協会からの福井さん、何か一言ありますか。 
 
福井委員 遅刻して参りまして、申しわけありません。
この７月に就任いたしました福井と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。 
 調整看護師の働きが、この活動に大変重要であるとい
うことを今日も伺いまして、切に感じたところです。協
会といたしましては、調整看護師と密に連携をとりまし
て、今後活動を推進していくことが現在できることかな
と考えております。以上でございます。 
 
樋口委員 ありがとうございました。その他、いかがで
しょうか。 
 
後委員 医療機能評価機構から参りました後でござい
ます。私は、再発防止策の提言の点で、一言だけ申しあ
げたいと思います。 
 これまでのモデル事業の報告書が数十あることは、私

も存じ上げております。しかし、そこに書かれている再
発防止策が、さらにそれがまた結晶となって、全国の人
が「ああ、あれだな」と思うような成果物が出ていると
いう状況ではないというのは、最近私もよくわかってき
たところでございます。 
 私どもの事業も決して十分ではなくて、不十分なもの
ばかりですけれども、いろいろお役に立てるところもあ
ろうかと思いますが、この残された２年弱の間には、も
しかしたら死亡事例のなかでは疎かになっていたとい
うような、そんなにすごいことではなくてもいいですか
ら、何か再発防止策の提言の一つひとつが少しずつ出て
いって、みんなに知られるところとなり、その媒体を通
じて今後、いろんなメッセージを医療者や国民に伝える
ことができるように、少しずつ小さな歩みを始めないと
いけないのだろうとは思っているところです。以上です。 
 
樋口委員 ありがとうございました。 
 それでは、だんだん時間も迫ってきましたので、これ
までの主な受付事例が８例出ておりますので、そのほう
に移ってよろしいですか。非公開ということなので、傍
聴の方には申しわけないですが退席をお願いすること
になります。よろしくお願いいたします。 
                                   
（記録終了） 
                                   


